
 

 

（返礼無） 

 

「浪江町ふるさと応援寄附金」 【寄附申込書】  （裏面も忘れずにご記入ください） 

 

 

 

★印       内は必須項目です。  必ずご記入ください。（裏面にもございます） 

●印       は任意の項目です。  該当がある場合はご記入ください。 

到着後 1週間以内にご入金と、寄附申込書（本書）のご返送をお願いいたします。 
 
 
 
 
【①お申込み前の確認事項】（必ずご確認のうえお申し込みください） 

 

★「浪江町ふるさと応援寄附金」 事前同意 

上記 【①お申込み前の確認事項】 に同意します。 （ㇾ印をご記入ください。） 

 

★【② 「浪江町ふるさと応援寄附金」 への寄附について】 （ㇾ印をご記入ください） 

     □今回がはじめて      □2回目以上  
 
【③申込者情報（寄附金受領証明書・お礼の品発送先となります）】 

  ふりがな： 

★お名前：                                                                                      

★ご住所：〒    －     （※郵便番号、都道府県名も忘れずご記入ください）  
        
                                                                                                   
 

★電話番号：（ご自宅）                 （日中連絡先※携帯番号など）：                                                                                                    
 

★メールアドレス：                 ＠                  （メール環境のない方は不要）   
 
 

【④寄附情報】 

★寄附金額：                       円   （★入金予定日   年   月   日） 銀行振込の場合 
 

 

 

 

 

    

                                                                                                   

1 お寄せいただいた個人情報は、寄附申込先の自治体が寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、   

それ以外の目的で使用するものではありません。 

2 寄附金受領証明書等は「申込者情報」の氏名・住所で発行します。 

3 本年所得について、税の軽減を受ける場合には、寄附金受領証明書等の領収日が本年中であることが必要です。  

「領収日」は銀行及び郵便振込（金融機関）の場合、原則として当町がお振込を確認した日となるため、1週間程度かかる場合 

がございます。 



 

 

 

 

 

★お支払方法いずれか一つに ㇾ印 をご記入ください 

□ 郵便振替 後日お送りする振替用紙をご利用ください。 手数料 無料 

□ 銀行振込 

下記口座に、最寄りの金融機関からお振込みください。 

  

東邦銀行 支店：浪江支店  
種別：普通預金 口座番号：0619055 
口座名義：浪江町（ナミエマチ）    

    

手数料は 

ご負担ください 

□ 町の窓口へ持参 〒979-1592  

福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田 7番地 2 

「浪江町役場 企画財政課 財政管財係 ふるさと応援寄附担当者」 

電話番号：0240-34-0237  ＦＡＸ0240-34-4593 

 

 

□ 現金書留 
郵送料は 

ご負担ください 

 
 

 
●寄附金の使途を指定する事業について、下記の１～６のうちいずれか１つに ○ を記入してください。 

（※未記入の場合は 「6 町長におまかせ」 とさせていただきます。） 
〇
印  事業の種類 

〇
印 

 事業の種類 

 1 震災の記憶の継承  2 新たな産業の振興 

 3 こども達の教育の支援  4 町民の健康増進 

 5 農林水産業の振興・環境整備  6 町長におまかせ 

●浪江町への応援メッセージ・ご意見 等ございましたらご記入ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ありがとうございました               

 

    

                                                                                                      

 

    

                                                                                                   


